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単板積層材についての検査方法

制 定：昭和６３年１０月１１日農林水産省告示第１５９７号

一部改正：平成４年１月３１日農林水産省告示第１５４号

一部改正：平成５年７月２３日農林水産省告示第８４９号

一部改正：平成１２年６月９日農林水産省告示第８２２号

一部改正：平成１５年３月２８日農林水産省告示第５４０号

一部改正：平成１８年２月２８日農林水産省告示第２１０号

最終改正：平成２０年５月１３日農林水産省告示第７０４号

１ 検査を分けて理化学検査（温水浸せきはく離試験、冷水浸せきはく離試験、煮沸はく離試験、減圧加圧

はく離試験、水平せん断試験、ブロックせん断試験、含水率試験、曲げ試験、寒熱繰返し試験、防虫処理

試験又はホルムアルデヒド放散量試験に係る検査をいう。以下同じ ）及び外面検査（検査であって理化。

学検査以外のものをいう。以下同じ ）とする。。

２ 理化学検査は、抽出して行う。

３ 外面検査は、抽出して行う。ただし、抽出して行うことが検査の能率その他の理由により適当でないと

認められる場合には、各個に行うことができる。

４ 検査を抽出して行う場合の抽出の割合等及び検査に係る格付の基準は、５から８までに定めるところに

よる。

５ 第１種検査方法

抽出の割合等

ア 造作用単板積層材

理化学検査

化粧加工を施さないものにあっては製造条件が同一と認められ、かつ、同一の等級に格付しよう

とする１０日分以内の製造荷口を、化粧加工を施したものにあっては製造条件が同一と認められる

１０日分以内の製造荷口を検査荷口とし、その抽出の割合及び方法は、単板積層材の日本農林規格

（平成２０年５月１３日農林水産省告示第７０１号）別記の１の 及び に準ずる。 

外面検査

の検査荷口から、無作為に、次の表の左欄に掲げる検査荷口の大きさの区分に従い、それぞれ

右欄に掲げる数の試料単板積層材を抽出する。

検査荷口の大きさ 試料単板積層材の数

500枚（本）以下 50枚（本）

501枚（本）以上 1,200枚（本）以下 80枚（本）

1,201枚（本）以上 3,200枚（本）以下 125枚（本）

3,201枚（本）以上 200枚（本）

イ 構造用単板積層材

理化学検査
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製造条件が同一と認められ、かつ、同一の等級に格付しようとする１０日分以内の製造荷口を検

、 、 。査荷口とし その抽出の割合及び方法は 単板積層材の日本農林規格別記の１の 及び に準ずる 

外面検査

の検査荷口から、無作為に、次の表の左欄に掲げる検査荷口の大きさの区分に従い、それぞれ

右欄に掲げる数の試料単板積層材を抽出する。

検査荷口の大きさ 試料単板積層材の数

300枚（本）以下 25枚（本）

301枚（本）以上 500枚（本）以下 35枚（本）

501枚（本）以上 1,000枚（本）以下 50枚（本）

1,001枚（本）以上 2,000枚（本）以下 70枚（本）

2,001枚（本）以上 3,000枚（本）以下 100枚（本）

検査に係る格付の基準

ア 造作用単板積層材

理化学検査

単板積層材の日本農林規格別記の３の 、 、 、 及び により試験を行い、その結果、 、     

、 及び にあっては同別記の２により、 にあっては同規格第３条の基準により、当該検査荷   

口の造作用単板積層材の当該試験に係る合格又は不合格を判定する。

外面検査

のアの の規定により抽出した各試料単板積層材について単板積層材の日本農林規格に基づい 

てその外面検査を行い、その結果、化粧加工を施さないものにあっては格付しようとする等級の基

準に達したものの数が、化粧加工を施したものにあっては合格の基準に達したものの数が、次の表

の左欄に掲げる試料単板積層材の数の区分に従い、それぞれ右欄に掲げる合格とする数以上である

ときは、当該検査荷口の造作用単板積層材をその等級又は合格に格付する。

試料単板積層材の数 合格とする数

50枚（本） 43枚（本）

80枚（本） 70枚（本）

125枚（本） 111枚（本）

200枚（本） 179枚（本）

イ 構造用単板積層材

理化学検査

、 、単板積層材の日本農林規格別記の３の から まで並びに 及び により試験を行い その結果   

から までにあっては同別記の２により、 及び にあっては同規格第４条の基準により、当該   

検査荷口の構造用単板積層材の当該試験に係る合格又は不合格を判定する。

外面検査

のイの の規定により抽出した各試料単板積層材について単板積層材の日本農林規格に基づい 

てその外面検査を行い、その結果、格付しようとする等級の基準に達したものの数が、次の表の左

欄に掲げる試料単板積層材の数の区分に従い、それぞれ右欄に掲げる合格とする数以上であるとき

は、当該検査荷口の構造用単板積層材をその等級に格付する。

試料単板積層材の数 合格とする数
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25枚（本） 22枚（本）

35枚（本） 31枚（本）

50枚（本） 44枚（本）

70枚（本） 62枚（本）

100枚（本） 89枚（本）

６ 第２種検査方法への移行

５に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口の造作用単板積層材又は構造用単板積層材が

連続して５回合格に格付されたときは、その検査荷口に係る工場の製品については、それ以後の抽出の割

合等及び検査に係る格付の基準は、７に定めるところによるものとする。

７ 第２種検査方法

抽出の割合等

ア 造作用単板積層材

理化学検査

５の のアの の規定を準用する。この場合において、同 中「製造条件」とあるのは「６の規  

定により検査が７に定めるところによることとなった造作用単板積層材で製造条件」と 「１０日、

分」とあるのは「３０日分」と読み替えるものとする。

外面検査

の検査荷口から、無作為に、８０枚（本）の試料単板積層材を抽出する。

イ 構造用単板積層材

理化学検査

５の のイの の規定を準用する。この場合において、同 中「製造条件」とあるのは「６の規  

定により検査が７に定めるところによることとなった構造用単板積層材で製造条件」と 「１０日、

分」とあるのは「３０日分」と読み替えるものとする。

外面検査

５の のイの の規定を準用する。この場合において、同 の表は、次のように読み替えるもの  

とする。

検査荷口の大きさ 試料単板積層材の数

5,000枚（本）以下 140枚（本）

5,001枚（本）以上 7,000枚（本）以下 160枚（本）

7,001枚（本）以上 10,000枚（本）以下 200枚（本）

10,001枚（本）以上 300枚（本）

検査に係る格付の基準

ア 造作用単板積層材

理化学検査

５の のアの の規定を準用する。 

外面検査

のアの の規定により抽出した各試料単板積層材について単板積層材の日本農林規格に基づい 

てその外面検査を行い、その結果、化粧加工を施さないものにあっては格付しようとする等級の基

準に達したものの数が、化粧加工を施したものにあっては合格の基準に達したものの数が６９枚
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（本）以上であるときは、当該検査荷口の造作用単板積層材をその等級又は合格に格付する。

イ 構造用単板積層材

理化学検査

５の のイの の規定を準用する。 

外面検査

５の のイの の規定を準用する。この場合において、同 の表は、次のように読み替えるもの  

とする。

試料単板積層材の数 合格とする数

140枚（本） 125枚（本）

160枚（本） 143枚（本）

200枚（本） 180枚（本）

300枚（本） 270枚（本）

８ 第１種検査方法への移行

７に定めるところにより検査を行った結果、その検査荷口の造作用単板積層材又は構造用単板積層材が

その格付しようとする等級又は合格に格付されない場合を生じたときは、その検査荷口に係る工場の製品

、 、 。については それ以後の抽出の割合等及び検査に係る格付の基準は ５に定めるところによるものとする

附 則（昭和６３年１０月１１日農林水産省告示第１５９７号）

この告示は、昭和６３年１０月１４日から施行する。

改正文（平成４年１月３１日農林水産省告示第１５４号）

平成４年２月１日から施行する。

附 則（平成５年７月２３日農林水産省告示第８４９号）

この告示は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成５年法律

第７７号）の施行の日（平成５年７月２１日）から施行する。

改正文・附則（平成１２年６月９日農林水産省告示８２２号）

① 平成１２年６月１０日から施行する。

② 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成１１年法律第１０８

号）附則第４条第１項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている農林物資の製造業者又は生産

行程管理者及び同条第３項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている外国製造業者又は外国生

産行程管理者の検査方法については、平成１５年６月９日までの間は、なお従前の例による。

附 則（平成１５年３月２８日農林水産省告示第５４０号）

この告示は、平成１５年３月２９日から施行する。

附 則（平成１８年２月２８日農林水産省告示第２１０号）

（施行期日）

１ この告示は、平成１８年３月１日から施行する。

（農林物資についての検査方法に関する経過措置）

４ 改正法の施行の際現に旧法第１４条第１項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に

関する業務を行っている都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター、旧登録格付機関、旧認定製

造業者（改正法附則第６条第１項に規定する旧認定製造業者をいう 、旧登録外国格付機関又は旧認定外。）

国製造業者（改正法附則第１２条第１項に規定する旧認定外国製造業者をいう ）で、改正法附則第３条。
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第１項、第４条第１項、第５条第１項、第６条第１項、第１１条第１項又は第１２条第１項の規定に基づ

き格付を行うものについては、この告示による改正前の第２から第１９まで、第２１、第２２、第２３及

び第４０に掲げる告示の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するもの

のイの のｂ中「 及  とされるこの告示による改正前の集成材及び構造用集成材についての検査方法５の

び 」とあるのは「 、 及び 」と、５の のアの 中「に準じて試験を行い、その結果、同別記の２」とあるのは     

「の から までに準じて試験を行い、その結果、 から までにあつては同別記の２に、 にあつては同規格    

第３条から第５条までのホルムアルデヒド放散量の基準」と、５の のイの のａ中「２の 及び 」とあるのは   

「２」と、５の のイの のｂ中「 まで」とあるのは「 まで及び 」と、「２の から まで」とあるのは「２」とする。      

改正文（平成２０年５月１３日農林水産省告示第７０４号）

平成２０年８月１１日から施行する。

（最終改正の施行期日）

平成２０年５月１３日農林水産省告示第７０４号については、平成２０年８月１１日から施行する。


